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平成 26 年度(2014 年度) 第２回箕面市都市計画審議会 議事録

●日 時 平成 26 年 11 月 21 日(金曜日)

午前 10 時 開会 午前 12 時 閉会

●場 所 箕面市議会委員会室

●出席した委員

会 長 増田 昇 氏

委 員 木多 道宏 氏

委 員 高橋 明男 氏

委 員 寺内 勇 氏

委 員 弘本 由香里 氏

委 員 稲野 一三 氏

委 員 内海 辰郷 氏

委 員 神田 隆生 氏

委 員 武智 秀生 氏

委 員 田中 真由美 氏

委 員 林 恒男 氏

委 員 森 章 氏

委 員 杉立 利彦 氏

委 員 鈴江 利奈子 氏

委 員 原 智 氏

委員 15 名 出席

●審議した案件とその結果

案件１ 会長の選出及び会長職務代理者の指名

増田昇委員が会長に選出された。

会長が木多委員を会長職務代理者に指名した。

案件２ 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】

全員賛成につき、原案どおり議決

案件３ 箕面市立地適正化計画の検討について【報告】

●事務局（上野山）

本日は、委員の皆様方におかれまして

は、公私何かとお忙しい中、ご参集いた

だき、誠にありがとうございます。それ

では、はじめに本日の日程についてご説

明申し上げます。委員のみなさまが本年

１０月で新たに任命されて最初の審議

会のため、会議開催に先だちまして、会

長が決定されるまでの間の議事進行を

していただく仮議長の選出を行って頂

きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。選出いただくにあたり、ま

ず「委員紹介」をさせて頂きます。任期

満了に伴い委員の皆様大幅に入れ替わ

りがありましたので、事務局から委員の

みなさまのご紹介をいたしたいと存じ

ます。それでは、「都市計画審議会委員

名簿」をごらんいただけますでしょう

か。名簿の順にお名前をご紹介いたしま

すので、委員のみなさまにおかれまして
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は恐縮でございますが、ご起立いただき

ますようお願い申し上げます。

学識経験者 木多（きた）委員でござ

います。

学識経験者 高橋（たかはし）委員で

ございます。

学識経験者 寺内（てらうち）委員で

ございます。

学識経験者 弘本（ひろもと）委員で

ございます。

学識経験者 増田（ますだ）委員でご

ざいます。

市議会議員 稲野（いなの）委員でご

ざいます。

市議会議員 内海（うつみ）委員でご

ざいます。

市議会議員 神田（かんだ）委員でご

ざいます。

市議会議員 武智（たけち）委員でご

ざいます。

市議会議員 田中（たなか）委員でご

ざいます。

市議会議員 林（はやし）委員でござ

います。

関係行政機関の職員 森（もり）委員

でございます。

市民委員 杉立（すぎたつ）委員でご

ざいます。

市民委員 鈴江（すずえ）委員でござ

います。

市民委員 原（はら）委員でございま

す。

これにて、委員紹介を終わります。

委員のみなさま、ありがとうございま

した。それでは、会長及び会長職務代理

者が選出されるまでの間、会議の進行を

していただく仮議長の選出を行ってい

ただきたいと思いますが、いかがいたし

ましょうか。

（事務局に一任の声）

それでは、会長は学識経験者の中から

選ぶことになっておりますので、学識経

験者以外の委員の中から事務局からご

指名をさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんか。

（異議無しの声）

それでは、関係行政機関の職員として

農業委員会から選出いただいた森委員

さんにお願いいたします。

森委員さんには、会長が選出されるま

での間、会議の進行をよろしくお願いい

たします。

●森委員

わかりました。皆様、よろしくお願い

いたします。

●事務局（上野山）

それでは、これをもちまして、仮議長

の選出を終了いたします。

会長及び会長職務代理者が選出され

るまでの間、議事の進行については、た

だいまご承認いただきました森委員さ

んにお願いをいたします。

それでは、平成２６年度第２回箕面市

都市計画審議会を始めさせていただき

ます。

まず始めにマイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しており、後の議事録

作成にも影響がございますのでよろし

くお願いします。

各委員におかれましては、発言前に前

のマイクの青いボタンを押してからご

発言をお願いいたします。次の方が発言

される場合には、次に発言される方がご

自分の前の青いボタンを押していただ
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きますと先にお話しいただいた方のマ

イクの電源が自動的に切れるようにな

っております。なお、会議を進行してい

ただきます議長のマイクは常時つなが

った状態になっておりますので、よろし

くお願いいたします。

それでは森委員、お願いいたします。

●森委員

それではこれより平成２６年度第２

回箕面市都市計画審議会を進めて参り

ます。僭越ではございますが、議事を進

めさせていただきます。議事運営に当た

りまして、皆様方のご協力をよろしくお

願いいたします。

事務局より所定の報告をお願いいた

します。

●事務局（上野山）

まず、定足数の確認についてのご報告

をいたします。

本日の出席委員は、委員１８名中１５

名でございまして、過半数に達しており

ますことから、箕面市都市計画審議会設

置条例第６条第２項の規定により、会議

は成立いたすものでございます。

なお、小枝委員、滝口委員、土井委員

より欠席する旨のご連絡がありました

ことを併せてご報告申し上げます。以上

でございます。

●森委員

ありがとうございました。それでは、

案件１「会長の選出及び会長職務代理者

の指名」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

●事務局（上野山)

議案書の１ページをご覧ください。審

議会会長は、都市計画法第７７条の２及

び都市計画地方審議会の組織及び運営

の基準を定める政令第４条の規定によ

り、学識経験者から委員の選挙によって

定めることとなっております。

よって、議案書の表に挙げております

８名の学識経験者の方々の中から会長

をお選びいただくこととなります。

なお、会長職務代理者の指名について

でございますが、これは会長が指名する

ことになっておりますので、会長選出

後、あらためてご説明いたします。

それでは、会長選出の手続きを、よろ

しくお願いいたします。

●森委員

ただ今事務局から説明がありました

会長選出でございますが、規定によりま

すと、学識経験者から委員の選挙によっ

て定めることとなっております。「選挙」

の方法ですが、本日の出席委員全員によ

る「互選」により決定していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

（異議無しの声）

それでは、互選とさせていただきます

が、委員のみなさま、学識経験者の委員

の中から、どなたか自薦、他薦などご発

言ございませんでしょうか。

●内海委員

増田委員を推薦します。前任期間中も

会長として、専門分野にとどまらない広

い見識の上に立って、各委員の闊達な意

見をうまく交通整理していただき、審議

会として建設的なまとめができたと感

じています。特に不都合がなければ引き

続きお願いしてはどうかと思います。

●森委員

只今、内海委員より、増田委員の推薦

がございました。その他、ご推薦はござ

いませんでしょうか。他にないようでご

ざいますので、ご推薦を受けられました

増田委員を箕面市都市計画審議会会長

に選出いたしたいと存じますが、増田委
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員、よろしいでしょうか。

（本人承諾）

●森委員

ご快諾いただきありがとうございま

した。よって、増田委員が会長に選出さ

れました。みなさま、ご協力ありがとう

ございました。増田会長につきまして

は、任期であります平成 28 年９月 30 日

まで、本市都市計画審議会会長として会

議の招集、議事の進行を司っていただく

こととなります。増田会長、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、ここで議事進行を、ただ今

決まりました増田会長にお願いしたい

と存じます。ありがとうございました。

●増田委員

皆さん、おはようございます。先ほど、

皆さま方のご推挙によりまして、昨期に

引き続き、今期の会長を仰せつかりまし

た。一言ご挨拶を申し上げたいと思いま

す。今の都市計画の状況を見ますと市町

への権限委譲というものが大幅に行わ

れておりまして、いろんな意味で、審議

会のもつ重要性というものが高まって

いると思います。特に、いろんな意味で

都市計画審議会というものは将来のま

ちの姿を決めると同時に、一方のほうで

は私権制限に及ぶこともございます。議

論といたしましては、真摯な側面で議論

をし、公正公明にやるということと同時

に、自由活発な意見交換をして審議を進

めてまいりたいと思いますので、ご協力

のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。それでは、ここで引き続いて会長職

務代理者の指名というのがございます。

事務局のほうより説明をお願いしたい

と思います。

●事務局（上野山）

それでは、引き続いて「会長職務代理

者の指名」につきまして、事務局より案

件の説明を求めます。

議案書の１－１ページの本文４行目

をごらんください。会長職務代理者は、

箕面市都市計画審議会設置条例第５条

第３項の規定により、学識経験者のうち

から会長が指名してこれを定めること

となっておりますので、会長におかれま

しては職務代理者の指名手続きをよろ

しくお願いいたします。

●増田委員

ただいまの説明にありましたように、

会長職務代理者は会長が指名すること

となっておりますので、わたくしが指名

したいと思います。木多委員にお願いし

たいと考えておりますが、いかがでござ

いましょうか。

（受諾の声）

快くお引き受けいただきありがとう

ございました。よって、木多委員を会長

職務代理者に指名いたします。以上をも

って、案件１の審議は終了いたします。

それでは案件審議に入っていきたい

と思いますが、本日は、付議案件１件、

報告案件１件についてご審議いただく

予定でございます。

本日の審議は、午前１１時３０分を目

途に終了したいと考えておりますので、

みなさんのご協力をお願い致します。

それでは事務局、お願いいたします。

案件１ 会長の選出及び会長職務代

理者の指名

案件２ 北部大阪都市計画生産緑地

地区の変更について【付議】
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●市（公園みどり課 木寅担当主査）

＜案件説明＞

●増田会長

はい、どうもありがとうございまし

た。毎年この時期に出てくる話ですけれ

ども、「北部大阪都市計画生産緑地地区

の変更について」ご説明頂きましたけれ

ども、ご質問あるいはご意見等ございま

すでしょうか。いかがでしょうか。はい、

神田委員どうぞ。

●神田委員

この資料の２の１８ページのところ

ですね、西宿 2-Ｂ。区画整理をすると

いうことで、先ほどのスライドでは、既

に黒く塗られている既決定区域も含め

て区画整理事業を行われるということ

でしたが、この生産緑地として既に決定

しているところについてはどうなのか。

今回この縦縞の廃止する区域は分かり

ましたけども。その辺どうでしょうか。

●増田会長

いかがでしょうか。２-１８ページの

ところの、黒い所は既決定区域ですけれ

どもこれの状況についてご説明頂きた

い。よろしくお願いします。

●六島課長

公園みどり課長の六島でございます。

どうぞよろしくお願い致します。ご質問

の斜線以外の黒い部分につきましては、

ここも生産緑地で残るということでご

ざいます。以上でございます。

●増田会長

神田委員、いかがでしょうか。

●神田委員

直接関わりの無い話かも分かりませ

んが、この区域は１７１号線や新御堂、

それから西宿の村の中を通る一方通行

の道とかで、非常に自動車通行の厄介な

所でね、この村を、一方通行を通って１

７１号線へ出るところもこの整備され

る予定だったものがまだ整備されてい

なくって、その辺のこの開発に伴う交通

安全あるいは交通対策等が何か検討さ

れているのか、検討されているのであれ

ばご説明頂きたいのですが。

●増田会長

はい、事務局いかがでしょうか。多分

区画整理で道路体系がどうなるかとい

うご説明を頂ければいいのだろうと思

うのですけれど。はい、どうぞ。

●六島課長

区画整理に基づきましてですね、今委

員のご指摘のような当然交通安全等も

含めて、道路の方は検討しているという

ことでございます。すみません、今、具

体のご指摘の道路の図面を手元に持ち

合わせておりませんので、具体の回答は

できかねます。

●増田会長

一応、十分考慮して検討を進めている

ということですね。

●六島課長

はい、そうです。

●増田会長

神田委員、どうぞ。

●神田委員

今後、現在この生産緑地として指定さ

れているところも、先ほども説明があっ

たようにこの主たる従事者の病気や怪

我や死亡でどんどんこの生産緑地の指

定解除という、廃止ということは起こっ

てくる可能性もありますからそういう

点では今回のこの区画整理の件も含め

て、今後も引き続きこの地域全体、西宿

の１７１号線とこの船場団地、それから

千里２号そして新御堂筋に挟まれたこ

の区域についてのこの道路交通や交通

安全対策等を、是非積極的に検討して頂
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く必要があるという風に思いますので

よろしくお願いします。

●増田会長

はい、ありがとうございます。他、い

かがでしょうか。稲野委員どうぞ。

●稲野委員

全体的な道路の件は持ち合わせの資

料がないということですけれども、この

斜線の入ったところについて、私も現場

を視察に行ったことがあるのですけれ

ども、この概略ちょっと道路関係、この

いわゆる今日問題になっているここは、

どうなるか説明をお願いしたいと思い

ます。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。区画整理の

計画図はお持ちじゃないということで

すかね。いかがでしょう。

●松政課長

みどりまちづくり部まちづくり政策

課の松政です。今の稲野委員の質問です

けれども、区画整理事業区域内の道路の

計画ということでよろしいでしょうか。

●稲野委員

はい。

●松政課長

当然、区画整理の目的としましてはや

はり公共施設の整備というのが第一の

目的にありますので、この区域内には区

画道路ということで幅員を６．６メート

ルの道路を区域内に配置しまして計画

的なまちづくりができるような計画と

なっております。その辺はきっちり区画

整理の方で確認させて頂いているとい

うことでございます。以上です。

●増田会長

いかがでしょうか。稲野委員、どうぞ。

●稲野委員

これは東西は道がつきますが、南北は

この計画では道がつかないのでしょう

か。

●増田会長

いかがでしょうか。

●松政課長

東西はちゃんと抜けられるようにな

っております。南北ですが、北側が、こ

の区域の北側は農地になっておりまし

て、それは上まで抜けられないようにな

りますが、将来何らか開発が来ても対応

が出来る形で道路計画を考えておりま

す。（手持ち図面資料を紹介）一応、こ

のように、区画整理の事業計画では、今

申しましたように東西は通り抜けがで

きるようになっています。南北ですけど

も、この上がまだ農地となります。これ

は抜けられませんので、ただそういう時

も対応できるようにということで南北

にも区画道路を配して将来的な対応も

できるようにということでしておりま

す。以上でございます。

●増田会長

他、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。杉立委員どうぞ。

●稲野委員

区画整理事業区域の真ん中の部分が

宅地化ということですが、周りの部分も

区域内でありながら生産緑地として継

続するという理由は何なのですか。趣旨

からいって、「萱野中央地区」の開発圧

力それに応えてというような説明です

から、一部だけ変える理由は何かないと

おかしいなと思います。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●中井部長

生産緑地と土地区画整理事業との関

わりの問題なのですけれども、生産緑地

法の大きな趣旨は生産緑地を残してい

くというのがあります。その中で、区画

整理事業をやる場合にあっては、最低限
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必要な部分以外は生産緑地のまま残し

ておくというのが法の趣旨であります

ので、今回はこの事業を進めていく上で

最低限必要な公共事業の用地などを生

産緑地から外して、それ以外の部分につ

いてはそのまま生産緑地として残すと。

こういう法的な要請もありますので、今

回はそういう形で生産緑地として残し

て頂いているという形でございます。以

上です。

●増田会長

よろしいでしょうか。はい、ありがと

うございます。多分、こういう未接道の

農地が残った時に、非常に大きな問題な

のですが、こういう形で区画整理が成立

するというのは都市計画上、非常に重要

な要素であるという位置づけだと思い

ます。

それではだいたい質疑が終わったか

と思います。北部大阪都市計画生産緑地

地区の変更について、付議案件が妥当と

判断し、原案通り議決してよろしいでし

ょうか。

（異議なしの声）

はい、異議なしの回答でございます。

ありがとうございます。原案どおりお認

めいただいたということでございます。

ありがとうございました。

●市（北急まちづくり推進課 鈴木主

査）

＜案件説明＞

●増田会長

はい、ありがとうございました。ただ

案件３ 箕面市立地適正化計画の検

討について【報告】

今、立地適正化計画の立案に際してどう

いう段取りでどういう体制でやってい

きたいかという報告がございましたけ

れども、ご意見もしくはご質問等ござい

ますでしょうか。いかがでしょうか。は

い、神田委員どうぞ。

●神田委員

資料の中で、公聴会の開催その他の意

見を反映させる為、必要な措置を講ずる

ものということが書いてありますが、公

聴会を開くという考えはないのかどう

かということと、あと、他市でですね立

地適正化計画の検討がされようとして

いるのか。他市の、大阪府内の中でのこ

の立地適正化計画の検討状況について

分かればご説明を頂きたい。

●増田会長

はい、事務局いかがでしょうか。

●岡本課長

地域創造部北急まちづくり推進課の

岡本と申します。どうぞよろしくお願い

致します。今、神田委員の方からご質問

いただきました、まず公聴会の件でござ

いますけども、説明会をパブリックコメ

ントに合わせまして開催することを予

定しております。その説明会で頂きまし

たご意見をパブリックコメントの例え

ば市民の皆様から頂いた意見と共に反

映するということで考えております。そ

ういう意味で、公聴会というのは現在考

えておりません。次に、大阪府内の他市

の検討状況というご質問ですけれども、

現在数市がですねこの立地適正化計画

に取り組むということで動きはされて

おりますけれども、まだ具体にどこまで

進んでおられるかということについて

は情報共有できておりません。以上で

す。

●増田会長

はい、よろしいでしょうか。他、いか
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がでしょうか。非常に重要な案件だとい

うことで、この都市計画審議会の中に小

委員会を設置頂いて、ここにございます

ように審議会としてはパブコメ前ある

いは住民向けの説明会前にここに一度

お諮り頂くと。さらに６月頃にもう一度

素案の形でお諮り頂いてという、審査、

手続きを踏んで前に進めていきたいと

いうご提案でございます。これ、８月に

法改正があったところですからなかな

か先行事例はまだないですね。国の方も

まだどういう形でやっていくかってい

うのはまだ試行錯誤的にやっている状

態だという風に聞いておりますけれど

もこんな状況でございます。ただし、こ

れは将来やっぱり市街化エリアの、縮小

とかですね、コンパクトシティに向けて

大きな第一歩を踏み出すことになりま

すから非常に重要な案件だと思ってい

ます。いかがでしょうか。特によろしい

でしょうか。弘本委員どうぞ。

●弘本委員

今の増田会長のお話で、国の方もまだ

試行錯誤でこれからということで将来

のコンパクト化へ向けてというお話だ

ったので、まだまだ不透明な所が沢山あ

るのだろうなと思うのですけれども、こ

ういう都市の基本構造そのものを変え

ていくというような方向ですよね。とし

ますと、こちらで計画の位置付けという

ことで都市計画マスタープランの一部

と見なされるという、まあそこはもちろ

ん理解できるのですけれども市民の生

活にものすごく深く関わってくる話だ

と思いますので、そうすると例えば箕面

市の総合計画との関係性はどうなって

いくのかですけどね、その辺りのこう整

合をどう今後持って、進めて行かれるの

かをお聞きしたいのと。もう一つは、や

はりそのコンパクト化していく、人を集

めて効率化していくという大きな意味

では間違ってはいないのかなと思うの

で、限られた人口が動いていくわけです

から、人口が減っていく場所も出てく

る、空き家が増えてくる場所も出てくる

というようなことが起きていくと思い

ますが、そういった所の手当というのが

国の方でもどのようにお考えなのかと

いうようなことですね、というようなこ

とを少し何か状況が分かっていれば教

えて頂きたいなという風に思います。

●増田会長

はい、ありがとうございます。一つ、

スライドで言うと１０番のところです

ね。立地適正化計画の箕面市としての位

置付けと。総合計画との連動の中でこの

辺りを用いて少しご説明頂きたいとい

うのと、今縮退した所の跡地の管理とか

跡地の部分の関係性みたいな話は多分

５番の辺りで少し考えておられると思

いますので、その辺りを用いてでも結構

ですからご説明頂ければ。

●岡本課長

まず第１点目の、第五次箕面市総合計

画との整合ということでございますけ

れども、都市計画マスタープランもそう

なのですが、現在ある総合計画それから

都市マスこれを大きな方向性といたし

まして、まちづくりの方向、それは今の

実状にも合ったものであると考えてお

りますのでそれを踏まえて立地適正化

計画というくくりの中でまとめ直すと

いうことでご理解頂ければと思います。

万が一、その立地適正化計画を策定する

中で総合計画に後に反映した方が良い

というようなことが出てきましたら、そ

れは次の改正時期に反映していくよう

なことになるのであろうなと思ってお

ります。原則的には現在の都市マスそれ

から総合計画の方向性で立地適正化計
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画を作っていくということで考えてお

ります。もう 1 点の、集約化した後の土

地についてということですけれども、こ

こでちょっとご説明させて頂きたいの

は箕面市は説明の中でありましたけれ

ども人口が増えております。そういった

意味では、そもそものこの都市再生特別

措置法が目指しているその人口密度の

維持という部分ではぴったりと合うと

いうことではなくて、むしろ大都市型で

自分達でもう一回課題を見直して作っ

ていかないといけないのかなという風

に思っておるところですが、それで居住

誘導区域を定めてそれ以外の所をどう

していくかということについては、国の

方で、今会長の方からもお話頂いたその

5番の居住誘導区域の概要の中の跡地等

管理区域、跡地等管理協定制度で、人が

そこに住まなくなって荒れてしまうと

いうようなことについて対応していく

ということになると思います。あとは、

空き家等の問題も出てくると思います

けれども、一昨日でしょうか国会の方で

空き家対策の法律もとおってまいりま

したけれども、そういったことも踏まえ

て居住誘導区域外の所をどう如何に適

切に管理していくかということになろ

うかと思います。以上です。

●増田会長

よろしいでしょうか。他、いかがでし

ょうか。木多委員どうぞ。

●木多委員

箕面市のエリアの中で立地適正化計

画考えていくというのはとても大切な

ことなので是非とも推進して頂きたい

のですけれども、やはり北摂の制度とか

大阪府やもっと広域的な京阪神に関し

てそういう色々なスケールの中の圏域

構造と連動していますので、箕面市とし

て一旦考えてもやはり広域的に考えて

いくという風に進んでいくと思うので

すけれども、そうすると少しまた考えた

ことを少し変えて調整しないといけな

いということになると思うんですね。そ

ういう風な、箕面市と他市、隣接市だっ

たらそれぞれが考えたことがまた全体

を考えた時に少しネジを締め直すとい

うか、そういう風なすごくフレキシブル

な、つくっては少し調整してつくっては

調整していくってそういう広域的に連

動した仕組みや考え方とそういうフレ

キシブルなこう考え方としても、そうい

う風なものも是非盛り込んで頂きたい

という風に思います。

●増田会長

事務局、何かございますか。

●岡本課長

この立地適正化計画につきましては

まだまだ国も手探りというところであ

りますけれども、市町村の方からもこれ

はどう作っていいのかという色々な質

問がありまして、先月、大阪府の取りま

とめでそういった説明会がございまし

た。例えば、箕面市で立地適正化計画を

つくったとしても例えば近隣市と接す

るところもありますのでそこの地域の

活用との連担性といったものもやはり

検討の必要があるということでお互い

に情報共有していこうということで今

まとまっておりますので今後そういっ

た説明会やそれから情報共有の場がな

されていきますのでそういったところ

を活用しながらこの計画を検討してい

きたいと思っております。以上です。

●増田会長

特に来年大阪府が、いわゆる区域マス

タープランの見直しをしますよね、線引

きも含めて、２７年度に。箕面市も北部

大阪都市計画の一部になっていますか

らその辺りはやはり府とかなり協議を
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重ねられて、広域の都市計画ですよね、

その辺りの調整をきっちりして頂かな

いと府が今ちょっと広域の調整機能が

かなり弱っていますからその辺りはか

なりやって頂かないといけないと思い

ますね。ありがとうございます。あとも

う 1 点、先ほど言った、これもひょっと

したら言い過ぎかもしれませんけど、や

っぱり箕面市もどこかで覚悟をして、都

市マス、もう平成 8 年策定でかなりの改

訂時期を迎えているだろうと思うので

すけれども。部分的な公共交通を考えら

れたり、調整区域の土地利用を考えられ

たりとして、かなり時代時代には反映さ

れてきているのですけれど、やはりひょ

っとしたらちゃんとマスタープランを

きっちりと見直さないといけないかも

しれないので、その辺は事務局の方でも

少し考えて頂く必要性があるかもしれ

ません。事務局にお任せしたいと思いま

すけど、そういった議題として出たとい

う風に思っておいて頂いたらと。

他、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。杉立委員どうぞ。

●杉立委員

この立地適正化計画、非常に大事だと

私は思っておりまして、箕面市は非常に

恵まれていますが、今後の日本、おそら

く全国、地方にあっては非常に切実な大

変な問題だと思います。そういう中でも

都市域では高齢化という形で先導的に

問題が顕在化してくるという認識は持

っているところでございます。とにか

く、今までの都市計画、まちづくりとい

うのは施策を含めて人口増大、市街地拡

大という拡大型の状態の問題をどう整

理をしていくか。そういう発想に立っ

て、営々と先人が積み上げてきた内容の

ものです。ところがこの機に至って縮小

型のまちづくりということで、言えば前

人未踏に近い状態ではないだろうかと

私はそう思っているところです。そうい

うことから言うと、多分今後１０年２０

年３０年かけて叡智を絞ってどういう

対策をしていかなければならないのか

ということが非常に大事になってくる

と思っているのですけれども、その中で

の箕面市にとっての第１回目の計画策

定ということ自体は喜ばしいことだと

思うのですけれども、スケジュールを見

させて頂いてこんなに急に決めていっ

ていいのでしょうかと。まずは１年間、

問題をちゃんと把握しましょうよ、今後

の状況を予測しましょうよという辺り

で市民の意見とか考えも踏まえながら

取り組んでいくのが本当じゃないかと

私は思いまして。これがこうしてやって

くれって言うからそれを受けるってい

うのはいくら国費が入るとしてもそれ

は箕面市に、身の丈に合った、実状に合

った計画を、真に市民にとって重要な方

向が出せるような取り組みをしていっ

て頂けないかなと思っているところで

す。

●増田会長

たぶん先ほどの木多委員からのご発

言もあるように、何十年見通して一気に

これだけの短い期間でできるという話

ではございませんので、これからの見直

しの仕組みを、その辺りを入れた計画に

しておいて欲しいというのが先ほどの

木多委員からのご発言だと思うんです

ね。今の杉立委員からのご発言も、長大

なやつを今３０年見越して立地ぎっち

りしたものもつくれないので、何回か見

直しがあって、仕組みも含めて計画を考

えておいて頂きたいということだと思

うんです。よろしくお願いしたいと思い

ます。他いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。
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●増田会長

はい、ありがとうございました。これ

は非常に重要な案件ですので、先ほども

ございましたようにここに何回かご報

告頂きますので、その時いろんな意見交

換をさせて頂きたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。ありが

とうございます。それでは、一応今日の

議題としてはおわりましたけれども、も

う１点事務局の方からその他ございま

すでしょうか。いかがでしょう。

●市（公園みどり課 木寅担当主査）

＜都市計画公園（瀬川中公園）の変更

に係る検討状況について説明＞

●増田会長

はい、ありがとうございました。調査

報告でございますけども、ただ今の説明

に対して何かご質問ご意見等ございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、これについての審議

は次回に出てくるということでござい

ますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。それでは今日予定をしておりまし

た案件は全て終わったかと思いますけ

れども、事務局その他特にそれ以外ござ

いませんか。

●事務局

はい、ございません。

●増田会長

それでは、皆様方のご協力によりまし

て今日の案件は全て終わりました。ご審

議、ご協力どうもありがとうございまし

た。


